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大阪広域環境施設組合災害対策実施要領 

 

この要領は、大阪市・八尾市・松原市・守口市の市域に災害が発生し、または発生する

おそれがある場合において、本組合が、各構成市と連携し、適切に対処するため必要な事

項を定めるものである。 

 

第１章 動員体制 

 

１－１ 動員基準 

災害発生時又は災害発生予想時の職員の動員基準は、次のとおりとする。 

ただし、特に必要があると認めるときは、この基準と異なる動員体制をとることが 

できる。 

 

種別 災害状況 行政職 技能職 

１
号
動
員 

大規模な被害が発生し、又は

発生するおそれがあり、組合

の全力を挙げて防災活動を実

施する必要があるとき 

全員が速やかに参集 全員が速やかに参集 

２
号
動
員 

相当規模の被害が発生し、又

は発生するおそれがあり、被

害の拡大するおそれがあると

き 

職員の1/2以内で課長

等（工場長等を含む。

以下同じ。）が定める

職員が速やかに参集 

直勤務者は、通常の勤務ロ

ーテーションにより勤務。 

日勤者は、課長等が定める

職員が速やかに参集。 

３
号
動
員 

被害拡大のおそれはないが、

応急対策活動を実施する必要

があるとき 

職員の1/4以内で課長

等が定める職員が速や

かに参集 

直勤務者は、通常の勤務ロ

ーテーションにより勤務。 

日勤者は、課長等が定める

職員が速やかに参集。 

４
号
動
員 

被害発生のおそれがあり、被

害状況の把握等初動活動を実

施する必要があるとき 

初期活動に必要な職員

で課長等が定める職員

が速やかに参集 

直勤務者は、通常の勤務ロ

ーテーションにより勤務。 

日勤者は、課長等が定める

職員が速やかに参集。 

５
号
動
員 

災害発生のおそれがあるが、

状況判断が非常に困難な場

合、万一に備えて速やかな措

置のとれるよう主として情報

連絡に当たる必要があるとき 

情報連絡に必要な職員

で課長等が定める職員

が速やかに参集 

直勤務者は、通常の勤務ロ

ーテーションにより勤務。 

日勤者は、課長等が定める

職員が速やかに参集。 
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１－２ 動員 

参集の指令は、⑴に掲げる自動参集の場合を除き、事務局長が行う。 

⑴  自動参集 

自動参集は以下の場合とする。なお、災害情報は、気象庁発表によるものとする。 

ア 津波・噴火・地震の発生の場合 

ｱ) 構成市のいずれかの市域において震度６弱以上の地震の発生又は大阪府にお 

いて大津波警報が発表された場合 

１号動員の指令があったものとして、自己の勤務する場所等に速やかに自動参

集すること。 

ｲ) 構成市のいずれかの市域において震度５強の地震の発生の場合 

２号動員の指令があったものとして、自己の勤務する場所等に自動参集するこ

と。 

ｳ) 構成市のいずれかの市域において震度５弱の地震の発生の場合 

３号動員の指令があったものとして、自己の勤務する場所等に自動参集するこ

と。 

ｴ) 構成市のいずれかの市域において震度４の地震の発生の場合又は大阪府におい

て津波警報が発表された場合 

４号動員の指令があったものとして、自己の勤務する場所等に自動参集するこ

と。 

ｵ) 大阪府において津波注意報が発表された場合 

５号動員の指令があったものとして、自己の勤務する場所に自動参集するこ

と。 

 

イ 気象（津波・噴火・地震以外）による場合 

ｱ) 台風時等以外で事前に災害が予測できない場合であって、構成市のいずれか市 

域において特別警報が発表された場合 

５号動員の指令があったものとして、自己の勤務する場所に自動参集するこ 

と。 

ｲ) 台風時等で事前に災害が予想できる場合 

事前に局部課長により暴風警報が発表された場合の対応を含め動員体制を決定 

するので、その決定に基づき必要に応じて各課長等（工場長を含む。以下同

じ。）が動員内容を判断し、その結果により自動参集すること。 

なお、各工場においては、動員体制にかかわらず、河川水位等の情報確認や止 

水材（土のう等）の準備、工場内外の現場確認、施設や物資の養生などを事前 

に行っておくこと。 
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⑵ 参集の指令 

ア 勤務時間外における指令の伝達 

勤務時間外における動員指令は総務課長を通じ、各課長等へ伝達する。各課

長等は電話連絡網と職員住所録によって電話連絡等を行う。このため、各課長

等は、各職場における住所録を整備し、連絡網等をあらかじめ定めておく。 

勤務時間外における参集の指令の発令については、自動参集に該当する場合

以外の災害の発生（又はそのおそれ）があり、これに伴う動員が必要なときに

行うこととし、発災の状況に応じて全所属又は特定の所属に対して動員指令を

発令するものとする。 

ただし、各課長等が所管する施設における対応が急を要する場合は、当該課

長等は自己の判断による動員指令を職員に伝達することができる。この場合、

事後に総務課長を通じて事務局長に当該動員指令について報告し、承認を求め

るものとする。 

イ 勤務時間内における指令の伝達 

勤務時間内における動員指令は総務課長を通じ、各課長等へ伝達する。各課

長等は、職員へ速やかに伝達するものとする。 

なお、各課長等が所管する施設における対応が急を要する場合は、当該課長

等は動員指令について総務課長を通じて申し出ることができる。 

 

⑶  参集場所の例外 

ア 大規模な被害が発生し、道路の損壊又は橋梁の落下等により勤務地その他事前 

に定める参集場所に参集することが困難な場合、参集可能な本組合施設へ参集す 

る。 

また、参集場所又は参集可能な本組合施設と自宅、又は災害発生時に現にいた

場所（以下、「自宅等」という。）が20キロメートル以上離れており、かつ参集場

所又は参集可能な本組合施設に向かうために使用する公共交通機関が被災により

運休している場合等については、公共交通機関が復旧するのを待ち、速やかに参

集するものとする。 

イ 津波警報、大津波警報、又は「警戒レベル４及び５」の避難指示や、「警戒レベ 

ル相当情報４及び５」の情報が、勤務地その他事前に定める参集場所に発表され 

参集することが困難な場合、参集可能な本組合施設へ参集する。 

また、参集場所、又は参集可能な本組合施設と自宅等が20キロメートル以上離

れており、かつ参集場所、又は参集可能な本組合施設に向かうために使用する公

共交通機関が被災により運休している場合等については、公共交通機関が復旧す

るのを待ち、速やかに参集するものとする。 

 

   ※「警戒レベル４」の避難指示は、市区町村から出されるもので高齢者等に限ら

ず全員が危険な場所から避難する必要があります。 
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   ※「警戒レベル相当情報」は、国土交通省・気象庁・都道府県が発表する防災気

象情報に付されるもので、河川の氾濫危険情報・洪水情報や、土砂災害警戒情

報等の避難情報です。 

 

⑷  参集の免除 

ア 参集時において、健康上の理由等により参集が不能又は困難である者について

は、参集を免除する。参集の免除を受ける者は、理由書及び理由を証明する書類

（診断書等）を総務課長あてに提出するものとする。 

イ 自宅等に津波警報、大津波警報、又は「警戒レベル４及び５」の避難指示や、「警

戒レベル相当情報４及び５」の情報が発表された場合は、避難警報等が解除され安

全が確認できるまで参集を免除する。安全が確認できた場合は、速やかに参集する

ものとする。 

 

⑸  動員の報告 

班長は、班員の参集情報を取りまとめ、総務班長へ報告する。総務班長は、動員

報告を取りまとめ、動員報告書（様式１）により本部長に報告する。  
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第２章 災害対策本部 

 

２－１ 災害対策本部 

災害対策を行うため、必要と認めるときは、大阪広域環境施設組合災害対策本部 

（以下「災害対策本部」という。）を設置する。 

⑴ 設置基準 

ア 構成市のいずれかの市域において震度５弱以上（気象庁発表）を観測したとき 

イ 構成市のいずれかの市域において災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を

要する被害が発生したとき 

ウ 大規模な災害が発生又は予想され、その対策を要すると認められるとき 

エ その他事務局長が必要と認めたとき 

 

⑵ 設置者及び設置場所 

事務局長又はその代理者は、災害対策本部をあべのルシアス12階の執務室に設置

する。ただし、あべのルシアス12階の執務室が被災により使用できない場合には、代

替本部を設置するものとする。 

また、災害対策本部を設置したときは、本組合ホームページ及び本組合防災無線等

による公表及び通知を行う。 

 

⑶ 組織 

災害対策本部に以下の役職を置き、職務を定める。 

ア 本部長（事務局長） 

災害対策本部の事務を統括し、災害対策本部の職員を指揮監督する。 

イ 副本部長（総務部長・施設部長） 

    本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。なお、本部 

長の役職に就くべきものが欠けたときは、総務部長、施設部長の順に本部長に就く

ものとし、副本部長の役職に就くべきものが両名とも欠けたときは、総務課長が副

本部長に就くものとする。 

ウ 班長（総務課長・施設管理課長・各工場長等） 

    所管事務の処理に当たる。 
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   災害対策本部の班は総務班、施設班及び各工場班とし、次の表のとおり応急業務

を所掌する。ただし、発生した災害の規模やそれに基づく動員体制により、各班に

おいて、適宜実施の要否を判断することとする。 

班名 応急業務 応急業務の概要 

総務班 

 
【構成】 
・総務課 
・経理課 

総合調整 
総合調整に関すること 

災害記録に関すること 

構成市調整 構成市との連絡調整に関すること 

動員管理 本部員の動員に関すること 

衛生・補給管理 本部員の衛生管理及び補給管理に関すること 

災害対策本部経理 
発災に伴う緊急の予算執行等に関すること 

発生に伴う緊急の契約締結等に関すること 

災害対策本部庶務 

本部長の特命に関すること 

災害対策本部の庶務及び他の班の所管に属さ

ないこと 

施設班 

 
【構成】 
・施設管理課 
・建設企画課 
・北港事務所 
・休止中施設 
・建設中施設 

連絡調整 工場班及び総務班との連絡調整に関すること 

応急復旧 所管施設の防護と応急復旧に関すること 

搬入計画 処理施設等への搬入計画に関すること 

処理計画 廃棄物処理に係る計画の立案に関すること 

埋立作業 廃棄物の埋立作業に関すること 

緊急措置 
休止中又は建設中の廃棄物処理施設等の緊急
措置に関すること 

工場班 

 

【構成】 

・各工場 

緊急停止業務 工場の緊急停止に関すること 

施設班への連絡 施設班への連絡に関すること。 

外部機関への連絡 
施設班以外の災害関係機関への連絡に関する
こと 

被害状況把握 施設や設備等の状況把握に関すること 

出勤状況把握 工場職員の動員に関すること 

職員等状況把握 
工場職員や発災時に在留している来庁者の安
否に関すること 

応急復旧 工場の応急復旧に関すること 

住民等対応業務 
発災後に工場に来所した住民の対応等に関す
ること 

庶務関係 庶務に関すること 
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災害対策本部の各班に、次の表のとおり班長・副班長・係長を置く。 

班名 班長・副班長・係長 

総務班 

班 長 

副班長 

係 長 

総務課長 

各課長（班長を除く。）、各課長代理 

各担当係長 

施設班 

班 長 

副班長 

係 長 

施設管理課長 

各課長（班長を除く。）、各課長代理 

各担当係長 

工場班 

班 長 

副班長 

係 長 

各工場長（所長） 

各副工場長 

各担当係長 

 

⑷ 廃止 

本部長は、災害対策本部を次の場合に廃止する。また、災害対策本部を廃止した

ときは、工場・構成市等あてその旨を連絡するとともに、本組合ホームページにお

いて公表する。 

ア 被害の発生するおそれが解消したとき 

イ 災害対策が概ね完了したとき 

ウ その他本部長が本部の必要がなくなったと認めたとき 

 

２－２ 災害対策本部を設置しない場合の対応 

災害の規模が４号動員に相当する場合、あべのルシアスに参集した職員（総務課、

施設管理課等）は、各工場等に対し、被災状況に報告を求めて報告結果を集約し、事

務局長に報告するものとする。 

また、被害状況の程度に応じて、構成市にも適宜状況を報告することとする。 
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第３章 災害情報の通信手段 

 

３－１ 構成市との連絡調整 

本組合の構成市の各市域において災害が発生した場合の連絡調整先は、次のとお

りとする。 

市 名 連絡調整先 電話番号 

大阪市 環境局総務部総務課 06-6630-3114 

八尾市 環境部循環型社会推進課 072-924-3866 

松原市 市民生活部環境政策課 072-337-3127 

守口市 環境下水道部環境対策課 06-6991-3840 

 

３－２ 本組合防災無線 

   本組合が配備している防災無線の呼び出し番号は、次のとおりとする 

設置場所 防災無線呼び出し番号 

あべのルシアス執務室※ １ 

西淀工場 ２ 

平野工場 ３ 

東淀工場 ４ 

八尾工場 ５ 

舞洲工場 ６ 

住之江工場 ７ 

鶴見工場現場事務所 ８ 

北港事務所 ９ 

大阪市※ 10 

八尾市 11 

松原市 12 

守口市 13 

         ※ 大阪市が配備する防災無線による相互連絡も可能。 

 

３－３ 災害時優先電話 

   あべのルシアス庁舎、各工場、北港事務所の電話回線には、災害の発生により電

話が一時的に大量発生したために電話回線が輻輳した場合、発信による通話が優先

的に確保される「災害時優先電話」の設定を受けている回線がある。 

 このため、災害の発生に伴って電話回線が輻輳した場合は、この災害時優先電話

を利用して必要事項を伝達することとする。また、災害時優先電話は、停電による
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電話不通の場合も基本的に利用可能な設定となっている。 

 なお、災害時優先電話は回線単位で設定され、特定の電話機でのみ利用できるも

のであるため、災害時優先電話の設定を受けている電話機を把握しておく必要があ

るが、災害時優先電話の回線の電話番号は非公開の扱いであるため、災害時優先電

話の電話機の位置や電話番号は、マニュアル等の内部資料で確認するものとする。 
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様式１ 

 

動  員  報  告  書 
                                                 令和   年   月   日  

事務局長 様 

   

                                                              総 務 課 長 

     

月   日   動 員 報 告 書 

職  種 氏   名 配置場所 

動 員 の 区 分 

 

(発令時刻) 

備    考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


